
　平成26年9月12日（金）に、当基金において第

62回資産運用委員会が開催されました。以下の協

議事項について検討が行われ、全会一致で承認さ

れました。

❖協議事項
１．平成25年度の運用結果について
２．平成26年度第１四半期の運用結果について
３．平成26年７月末の運用結果（速報）について

　平成26年9月12日（金）に、当基金において第

219回理事会が開催されました。以下の協議事項

等について検討が行われ、全会一致で承認されま

した。

❖協議事項	
第１号　平成25年度決算結果及び業務報告につ

いて
第２号　東京都電設工業厚生年金基金規約の一

部改正について
第３号　新企業年金制度の設計概要等について
第４号　第107回代議員会に提出する議案につい

て

❖報告事項
第１号　基金の現況について
第２号　事業所の所在地の変更にかかる規約第

５条別表第１の一部変更について
第３号　福祉給付金の支給状況について
第４号　会館の利用状況について
第５号　囲碁クラブの開催結果について
第６号　第55回年金生活設計（PLP）セミナー

の開催結果について

第７号　平成25年度の運用結果について
第８号　平成26年度第１四半期の運用結果につ

いて
第９号　平成26年７月末の運用結果（速報）に

ついて

　平成26年9月18日（木）に、当基金において第

107回代議員会が開催されました。以下の議決事

項等について、出席代議員の全会一致をもって承認

されました。

❖議決事項
第１号　平成25年度決算結果及び業務報告につ

いて
第２号　東京都電設工業厚生年金基金規約の一

部改正について
第３号　新企業年金制度の設計概要等について

❖報告事項
第１号　基金の現況について
第２号　事業所の所在地の変更にかかる規約第

５条別表第１の一部変更について
第３号　福祉給付金の支給状況について
第４号　会館の利用状況について
第５号　囲碁クラブの開催結果について
第６号　第55回年金生活設計（PLP）セミナー

の開催結果について
第７号　平成25年度の運用結果について
第８号　平成26年度第１四半期の運用結果につ

いて
第９号　平成26年７月末の運用結果（速報）に

ついて
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老齢基礎年金

▪代行返上後の年金支給について

▪代行返上とは

▪代行返上後の掛金について

 「代行返上」とは、国から預かっていた代行部分

（国の老齢厚生年金部分）の年金原資を国に返還

することです。なお、代行返上をし

て新制度に移行するのは、国の記録

と基金記録の突合作業等があり、３、

４年後と見込まれます。

※新企業年金制度の詳細については、今後代議員会等の議論を踏まえ決めることとしています。なお、新企業年金の設立前の年金給付
については、従来と同様です。

※掛金については、現行掛金を大きく変えないことを前提としています。

　当基金では「代行返上」をメインシナリオとして、理事会・代議員会で検討を進めてまいりました。
　本年９月の代議員会において、「新企業年金制度の設計概要等」を踏まえて12月に臨時代議員会を
開き、代行返上方針の議決をすることが決まりました。

代行返上に向けて

代行部分の
債務相当の
年金資産

代行部分の年金資産を返還するこ

とにより、代行部分の債務（最低

責任準備金）もなくなります。

◦代行返上時のイメージ図
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